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１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

1） 報告第 11 号

2） 報告第 12 号 農地法第３条第１項第１３号の規定による届出に対する専決処分について

3） 報告第 13 号

4） 報告第 14 号

5） 報告第 15 号

6） 報告第 16 号

7） 議案第 12 号

8） 議案第 13 号

9） 議案第 14 号

10） 議案第 15 号

11） 議案第 16 号

５． 閉　　　　　　会

農用地利用集積計画の決定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第５条第1項の規定による許可申請承認について

農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

農地法第５条第1項目的の買受適格証明の発行について

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

農地の改良に係る届出について

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

      深谷公民館・生涯学習センター 大会議室（１階）

　　　令和元年７月３１日（水）　午後２時から

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について



  開会 局　長 　それでは、ただ今から、令和元年第３回深谷市農業委員会総会
を開催いたします。

　まずはじめに本日は欠席委員の方はいらっしゃいません。
　欠席委員の報告 局　長 従いまして、委員２４人中　２４人が出席ですので、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、
総会は成立しておりますことを報告します。

　議長の選出 局　長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に会長が議長

となる旨、規定されているため、安藤会長にお願いいたします。

　議事録署名人の署名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　先ず、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号５番、議席番号６番の以上２名を指名いたします。
　よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、議事を進めさせていただきます。
　報告第１１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
から、報告第１５号「農地法第５条第１項第６号の規定による転用
届出に対する専決処分について」までを一括して議題とします。
　事務局の報告を求めます。

　報告第１１号 事務局 　報告第１１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
　「農地法第１８条第６項の でございます。
規定による通知について」 　貸主、借主の合意に基づきまして、解約されたものでございます。

　報告第１１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
は、合計５件でございます。

　報告第１２号 事務局 　次に報告第１２号「農地法第３条第１項第１３号の規定による
　「農地法第３条第１項 届出に対する専決処分について」でございます。
第１３号の規定による 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 報告します。　　
について」 　本件は、農業経営基盤強化促進法第４条第３項第１号ロで

規定されています、「社団法人埼玉県農林公社」が「農地売買等
の事業」により、農地を取得する場合、「届出」により事務を進める
ことができるものでございます。
　農地法第３条第１項第１３号の規定による届出に対する専決
処分については、1件で、合計面積は２，３５８㎡です。

　報告第１３号 事務局 　次に報告第１３号「農地法第３条の３第１項の規定による届出
　「農地法第３条の３第１項 に対する専決処分について」でございます。
の規定による届出に対する 　本件は、相続に対する届出となります。深谷市農業委員会
専決処分について」 事務専決規程により専決処分したので、報告します。　　

　報告第１３号「農地法第３条の３第１項の規定による届出に
対する専決処分について」は、合計１４件です。
　なお、整理番号１３番の農地につきましては、あっせん希望が
「有」となっておりますので、借り受けてくれる方をご存知でしたら、
農業委員会事務局までお知らせください。　
　よろしくお願いいたします。

て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　報告第１４号 事務局 　次に報告第１４号「農地法第４条第１項第７号の規定による
　「農地法第４条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第７号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 報告します。
について」 　４条転用の届出につきましては、市街化区域内において、

土地所有者本人が行う、土地の権利移転を伴わない転用で
ございます。　「農地法第４条第１項第７号の規定による転用
届出に対する専決処分については」、合計３件、合計面積は　
１，６３８㎡でございます。

　報告第１５号 事務局 　次に報告第１５号「農地法第５条第１項第６号の規定による
　「農地法第５条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第６号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 ご報告します。
について」 　５条の転用届出につきましては、市街化区域内において、

農地の所有権移転や賃貸借等、権利の移転や設定を伴う
転用でございます。
　「農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する
専決処分について」は、合計９件、 合計面積は４，０６８㎡で
ございます。

事務局 　報告第１１号から報告第１５号につきましては､以上でございます。

議　長 　ありがとうございました。　ただいま事務局より説明のありました
報告第１１号から報告１５号につきましては、専決処分事項であり
ますので、報告のみとさせていただきます。

　報告第１６号 議　長 　次に、報告第１６号「農地の改良に係る届出について」を
　「農地の改良に係る 議題とします。
届出について」 　事務局の説明を求めます。

　なお、本件は農地改良でありますので、指導委員の推薦を
併せてお願いします。

事務局 　報告第１６号「農地の改良に係る届出について」でございます。
　本件は、１，０００㎡未満の農地改良を行う場合でございまして、
「深谷市農地の改良に関する指導要綱」に基づき、実施される
ものでございます。

　整理番号１番です。
（議案書・順次、所有者、土地の表示、改良計画の概要の説明）
　改良の方法につきましては、普済寺地内所有農地のハウスの
建て替えにおける、表土７５㎡ほどを入れまして、全体を現況面
より２８cm程度、隣接道路面よりプラス３０cmの嵩上げを行うもので、
工事期間としては、令和元年８月１日から令和元年８月３１日です。
　なお、改良後はブロッコリーの生産を行う予定でございます。
　指導委員については、議席番号１２番、農地利用最適化推進
委員１０番を提案させていただきます。

事務局 　報告案件につきましては、以上でございます。

議　長 　ありがとうございました。　ただいま事務局より説明のありました
報告第１６号につきましては、専決処分事項でありますので、
報告のみとさせていただきます。
　続いて、農地改良指導委員を指名いたします。
議席番号１２番及び農地利用最適化推進委員１０番を指名いた
します。指名いたしました委員におかれましては、指導をよろしく
お願いします。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　議案第１２号 議　長 　次に、議案第１２号「農用地利用集積計画の決定について」を
　「農用地利用集積計画の 議題とします。事務局の説明を求めます。
決定について」

事務局 　議案第１２号「農用地利用集積計画の決定について」
説明させていただきます。
　本議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、
別紙の農用地利用集積計画（案）について、計画の決定を
求めるものでございます。

　本日の総会において計画が決定されますと、令和元年８月９日
に公告することにより、令和元年９月１日より利用権が設定される
こととなります。

　【議案書を朗読し、利用集積計画概要表の内容を説明】

　それでは、１７ページの計画概要について説明いたします。
詳細につきましては、続く１８ページから３６ページにございます。
　また、別添の議案資料の１ページに｢借受人別内訳｣がござい
ますので、併せてご参照ください。

　 今回の計画におきましては、合計　５４件　１４２，３２２㎡、
借手　延べ３０名、　貸手　延べ５３名、筆数１１０筆の設定
となっております。
 農用地利用集積計画（案）の概要説明は以上でございます。　
ご審議をお願いします。

　議　長 　ただ今、事務局より説明のありました、議案第１２号「農用地
利用集積計画の決定について」のうち、整理番号１番から３番
につきましては、新規参入に関する案件ですので、委員の意見
を求めます。
　議席番号２番、お願いします。

２番 　整理番号１番から３番の借受人の新規参入について、
報告いたします。
　令和元年７月２２日に、私と農地利用最適化推進委員３番、
農地利用最適化推進委員４番、事務局職員でヒアリングを
行いました。
　借受人は、本庄市において、主に、ねぎやきゅうり、ブロッ
コリーを作付けし、ＪＡや加工会社に出荷しております。
　十数年間、親元で農業経験を積み、両親が高齢となってきた
近年は、借受人が経営の主体となり、若い労働力も取り込み
ながら農業を行い、本庄市において認定農業者となっており
ます。
　今後は、本庄市のみならず、深谷市においても経営地を
広げていきたい考えがあり、そのきっかけとして、友人の親類
を介し、今回土地を借り受けるに至ったものです。
　深谷市での耕作にあたっては、借受地周辺においてトラクター
が借りられることとなっており、営農上の問題はないものと考え
られます。
　以上のことから、今回の新規参入については、特に問題ない
と考え、委員の意見といたします。

議　長 　議席番号２番ありがとうございました。
　なお、本件のうち整理番号２６番から３０番につきましては、
議席番号９番に関する案件ですので、農業委員会等に
関する法律第３１条の規定に基づき、議席番号９番には
暫時退室願います。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
（議席番号９番の委員退室）

議　長 　それでは、整理番号２６番から３０番の件に関して審議いたします。　
この件に関し、質疑はございますか。

（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　議席番号９番の委員の入室をお願いします。

（議席番号９番の委員入室）

議　長 　次に、ただいま審議いたしました以外の案件について、
一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　次に、議案第１３号「農地法第３条の規定による許可申請に
　「農地法第３条の規定に ついて」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１３号「農地法第３条の規定による許可申請について」
でございます。
　農地法第３条の規定による許可申請については、本総会に
おいて承認いただきますと、本日付で許可となるものでござい
ます。
本議案につきましては、別添の議案資料がございますので、
そちらについても２ページを、併せてご覧ください。

　【議案第１３号、整理番号１番から９番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲受人は、農作物の生産・販売を行っている法人であり、売上高
の全てが農業関係であり、議決権も農業関係者が過半を占める
など、農地所有適格法人の要件を満たす法人でございます。
　譲り受けの理由は、経営規模の拡大をもって経営の安定化を
図るべく、申請地を取得し、生産性の向上を図るとのことであり、
取得後においては、ベビーリーフの作付けを行うとのことで
ございます。

事務局 　整理番号２番でございます。

　議案第１３号
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、大根の生産向上を図る
ためとのことであり、取得後においては、大根の作付を行うとの
ことでございます。

事務局 　整理番号３番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、大根の生産向上を図る
ためとのことであり、取得後においては、大根の作付を行うとの
ことでございます。

事務局 　整理番号４番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲受人は、新規就農される法人であります。
借り受けの理由は、法人の代表者の義母が高齢のため耕作でき
ないので、代表者が早期退職をしたことを機に、就農したいと考え
たものでございます。法人で借り受けた理由は、将来的に経営を
安定化させ、後継者の育成等にも力を入れたいとの考えからです。
　また、取得後においては、ブルーベリーのポット栽培及び露地
野菜の作付けを行うとのことでございます。
　なお、本来農地法第３条第１項の許可を行う場合、農地法第３条
第２項の規定に該当しないことが条件となります。第２項の規定に
農地所有適格法人以外の法人である場合は、第２号の規定に該
当し、許可できないこととなっておりますが、今回の申請においては
賃貸借権の設定となっているため、農地法第３条第３項に規定され
る要件を満たすことで、第１項の許可ができるものでございます。
今回の申請につきましては、第３項の要件を満たすと判断して
おります。

事務局 　整理番号５番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　農地に、営農型太陽光パネルを設置するため、パネルを設置
する部分に区分地上権を設定するものです。
　農地法第３条の区分地上権につきましては、他人の土地の空間
に工作物等を一定の範囲を目的として設定される権利であり、
今回の申請は、土地所有者が個人、発電事業者が法人の関係で
あることから、農地法第３条の区分地上権の許可が必要となります。
　農地法第３条の区分地上権の許可は、農地法第５条の一時転用
の許可が条件となりますので、農地法第５条の許可を条件とし、
農地法第５条の許可と同時に農地法３条の許可をすることと考え
ております。農地法第５条の許可につきましては、この後の、議案
第１５号整理番号２５番でご審議いただきます。

事務局 　整理番号６番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、収益の増加が見込まれる
ためとのことであり、取得後においては、ブロッコリーの作付けを
行うとのことでございます。

事務局 　整理番号７番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を
図るためとのことであり、取得後においては、稲の作付けを
行うとのことでございます。

事務局 　整理番号８番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を
図るためとのことであり、取得後においては、米麦の作付けを行う
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
とのことででございます。

事務局 　整理番号９番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を
図るためとのことであり、取得後においては、里芋の作付けを行う
とのことでございます。

事務局 　３条許可申請につきましては、以上９件、田 ６筆 ７，１８６㎡、
畑 ９筆 １１，６７２㎡、合計１５筆 １８，８５８㎡となっております。
　なお、３条申請につきましては、耕作すべき農地が効率的に
利用されること、及び周辺の農地の利用に支障がないことの
確認として、申請に関係する農地につきましては、令和元年７月
１２日に議席番号２４番、農地利用最適化推進委員１０番、１１番、
１２番、と事務局職員で、現地確認を行いましたことを、あわせて
ご報告いたします。

　農地法第３条の規定による許可申請についての説明は、
以上でございます。ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま、事務局より説明のありましたとおり、現地調査に同行
していただきました委員の代表として、農地利用最適化推進委員
１１番、議席番号２４番に意見をお願いします。

議　長 　はじめに、農地利用最適化推進委員１１番、お願いします。

最適化 　３条、現地確認報告をいたします。
推進委員 　令和元年７月１２日に、私と農地利用最適化推進委員１２番と

１１番 事務局職員で、３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号１番、２番、３番、６番の譲受人の経営地につきましては、
耕作が行われておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありません。
　整理番号４番の譲受人につきましては、新規就農であり、現在
耕作地はありませんが、申請地につきましては、すぐに耕作が
始められる状態でした。
　現地確認の結果、 以上５件 につきましては、農地の効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

議　長 　農地利用最適化推進委員１１番ありがとうございました。
続きまして、議席番号２４番お願いします。

２４番 　３条、現地確認報告をいたします。
　令和元年７月１２日に、私と農地利用最適化推進委員１０番と
事務局職員で、３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号７番、８番、９番の譲受人の経営地につきましては、
耕作が行われておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありません。

利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

議　長 　議席番号２４番ありがとうございました。
　なお、整理番号４番につきましては、新規就農に関する案件
ですので、委員の意見を求めます。
議席番号１１番、お願いします。

１１番 　整理番号４番の借受人の新規就農について、報告いたします。
令和元年７月１７日に、私と会長、職務代理、議席番号２０番、
議席番号１７番、農地利用最適化推進委員１２番、及び事務局
職員でヒアリングを行いました。

現地確認の結果、 以上３件 につきましては、農地の効率的な
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　借受人は、高齢となった義母から農地を借り受けて、法人として
新規就農にいたるものです。
　ブロッコリーやトウモロコシなど露地野菜も作付けしながら、
ブルーベリーのポット栽培を中心に行っていきたいとのことです。
農作業に従事する者の状況や、農業へ参入する意気込みを
もっていることから、今回の新規就農については、まずは、賃貸
借権の設定を行い、しっかりと農業で経営の基盤をつくっていた
だきたいと考え、委員の意見 といたします。

議　長 　議席番号１１番ありがとうございました。
　それでは、本件について一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

　（議席番号７番　挙手）

議　長 　議席番号７番　お願いします。

７番 　整理番号４番についてですが、借受人の住所が「さいたま市」
となっていますので、通われて就農されるのか、それとも、
榛沢に住まれて就農されるのか。どちらになりますか。
　また、ブルーベリーのポット栽培は、太陽光発電施設の下で
行うのでしょうか。
　その場合、売電価格が下がってきているなか、心配な面が
ありますが、農業経営に問題はないのでしょうか。

議　長 　事務局お願いします。

事務局 　はい、議席番号７番に対する回答ですが、まず、1点目の住所の
件になりますが、議案書に記載されている｢さいたま市｣の住所は、
借受人の、法人の住所でございます。
代表者の住まいは、寄居町になりますので、寄居町から通勤して
就農されると伺っております。
　次に、ブルーベリーの関係ですが、整理番号４番、４筆の内、
営農型太陽光発電を行うのは榛沢新田７８３－３、面積２，４３３㎡
こちらでブルーベリーのポット栽培を行い、残りの３筆については、
露地野菜ブロッコリーやトウモロコシを行うと伺っております。
　運営についてですが、ヒアリングの意見にもありましたとおり、
農業への強い意気込みがあり、また、土地が義母の所有という
ことから、他の方への迷惑がかからないということと、本人の話で
ぜひ就農したいという強い意気込みがありましたので、これらを
もって、行っていただくということになりました。
以上になります。

議　長 　議席番号７番　いかがでしょうか。

７番 　はい、わかりました。　頑張っていただきたいと考えます。

議　長 　ヒヤリングした中では、本件について法令遵守の点では問題あ
りません。この方は、埼玉県の職員で寄居の林業試験場に勤め
ていらしたのですが、早く辞めて「事業を始めたい」とのことで、
奥さんの実家の土地を借りてやりたいと。あとシステムを入れて
のポット栽培は、私もイチゴにシステムを入れてやっていますけ
ど、ブドウでも結構聞くのですが、根が大きくなるに従って中の
輪っかを大きくしなければいけないし、ＥＣ値といって肥料濃
度をデジタルで変えていかなければならず、相当お金がかか
るのですよね。だから「もぎ取って1キロ１０００円で合うのか、も
しくは出口がちゃんとしているのか」を確認したけれども、「万
一の時は私が借金しょいますからお願いします」ということでした。
　なかなか、面白い方で、やる気満々なんですが、事業として
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
はちょっときついのかなと思いました。私の私見ですが以上です。
　他にこの件に関し、質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１４号 議　長 　次に、議案第１４号「農地法第４条第１項の規定による許可
　「農地法第４条第１項の 申請承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 事務局の説明を求めます。
ついて」

事務局 　議案第１４号「農地法第４条第１項の規定による許可申請
承認について」でございます。

　こちらにつきましては、本日の総会で承認いただきますと、
深谷市へ意見書を付して進達し、８月の中旬頃処分がなされる
見込みであります。
　なお、整理番号５番につきましては、３０ａを超えますので、
８月上旬、県の常設委員会を経た後に、深谷市へ意見書を
付して進達し、８月下旬頃に処分がなされる見込みです。

　「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について」
は、５件となっております。　
別添の総会資料７ページと併せてご確認ください。
　なお、整理番号１番、２番につきましては、この後の、議案１５号
整理番号５番、整理番号１１番の除外申請時の是正事項となって
おります。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和４９年頃から住宅敷地の一部として
利用してきましたが手続き未了であったため改めて申請を行い
たいという申請でございます。

事務局 　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和４８年以前から農家住宅敷地の一部
として利用してきましたが、手続き未了であったため、改めて
申請を行いたいという申請でございます。

事務局 　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和５０年頃から農家住宅敷地の一部
として利用してきましたが、手続き未了であったため、改めて
申請を行いたいという申請でございます。

事務局 　整理番号４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和４２年頃から農家住宅敷地
の一部として利用してきたが、手続き未了であったため、
改めて申請を行いたいという申請でございます。
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事務局 　整理番号５番です。　

（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、深谷市ふかや花園駅前土地区画整理
事業に伴う宅地造成工事を行いたいという申請であります。
　申請地は、通知は令和元年７月５日､効力発生が令和元年
７月１６日、土地区画整理法第９８条の規定による仮換地の
指定が行われたことにより、同法９９条第１項の規定により
従前地の使用収益は停止されております。
　仮換地指定された土地については、従前地に代わって仮換地
において、使用収益できるものとされていますが、今回の土地
区画整理事業においては、同法９９条第２項の規定により宅地
造成工事完了後に使用収益の開始日を設定しているため、
従前地も仮換地も使用収益できるものがいない状態となっており、
同法１００条２項の規定により、区画整理施行者である深谷市が
管理している状態となっているため、深谷市が農地法４条による
申請を行うものであります。

　農地法第４条第１項の規定による許可申請承認については、
以上５件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第１４号「農地法
第４条第１項の規定による許可申請承認について」、
一括審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（議席番号２３番　挙手）

議　長 　議席番号２３番　お願いします。

２３番 　整理番号５番について、質疑します。
申請事由に記載されている全体面積は２７６，５２５．６６㎡に
なっていますが、申請地の合計面積は２２９，７９６．００㎡です。
　残りの４６，７２９．６６㎡については、次回、申請を行うという
ことでしょうか。

議　長 　事務局お願いします。

事務局 　はい、議席番号２３番に対する回答ですが、今回、申請に係る
土地につきましては、農地部分のみを転用地として申請がなさ
れております。全体の敷地の中には、もともとの道路敷・水路敷等
がございますので、それらの道路・水路を区画形成するための、
道路の整備、雨水等を処理するための貯水池、その他水路の切り
まわし等を含めまして、全ての合計面積が２７６，５２５．６６㎡となっ
ておりますので、改めて申請を行うということはございません。
　今回、道路・水路を含んだ全体の整備計画と、畑・田のみの農地
の面積に差がございますので、その差、４６，７２９．６６㎡につきまし
ては、農地以外の土地ということでご理解ください。　以上です。

議　長 　議席番号２３番　いかがでしょうか。

２３番 　はい、わかりました。

議　長 　他にこの件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することで
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よろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１５号 議　長 　次に、議案第１５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請
　「農地法第５条第１項の 承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
ついて」

事務局 　はい。事務局よりご説明申し上げます。
議案書５１ページ及び別添総会資料の８ページと併せて
ご確認ください。

　議案第１５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認
について」ございます。

　農地法５条の申請につきましては、合計２５件となっております。
　こちらにつきましては、本日の総会でご承認をいただきますと、
深谷市へ意見書を付して進達し、８月の中旬頃許可処分がなさ
れるものであります。
　また、整理番号２０番につきましては、３０ａを超える申請となり
ますので、令和元年８月５日に開催されます常設審議委員会に
意見照会を行い、意見照会後、意見書を付して進達を行うこと
となりますので、８月中旬以降､２０日前後に許可処分がなされる
見込みでございます。

　それでは、整理番号１番よりご説明いたします。

　【議案第１５号、整理番号１番から２５番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
譲受人は、借家住まいで手狭なため申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、現在借家にて飲食店を経営しておりますが、
借家を返却することとなったため、申請地を譲り受け、店舗の
移転を行いたいという申請でございます。

　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
事務局 　整理番号６番です。　

（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を借り受け
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号７番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、参拝者用駐車場が不足しているため申請地を譲り
受け、不足する駐車場の整備を行いたいという申請でございます。

　整理番号８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人の法人は、現在業務の母体を神川町に設置しておりま
すが、神川町は事業所のみの営業とし、深谷営業所へ経営の
母体を移転する計画をたてて、申請地周辺の農地を譲り受け
られることとなったため、今回、深谷営業所周辺に、不足する
駐車場敷地の整備を行いたいという申請でございます。

　整理番号９番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１０番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、昭和６３年頃から住宅敷地の一部として利用して
きましたが、手続き未了であったため、改めて申請を行いたい
という申請でございます。
　こちらにつきましては、前号９番の除外申請時の是正事項と
なっております。

　整理番号１１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１６番、整理番号１７番です。
関連がございますので一括でご説明します。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 こちらにつきましては、双方ともに経営する病院の事業所敷地
の一部が手狭なため、駐車場敷地として、借り受け、譲り受けを
行うことにより、不足する駐車場敷地の整備を行いたいという
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
申請でございます。

事務局 　整理番号１８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１９番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２０番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人の法人は、熊谷市に本社がございますが、深谷市にて
ガスのサービス事業所を展開する業者でございます。
　現在、事業所敷地が手狭であり、ガスボンベの置き場が不足
していることから、申請地を譲り受け、ガスボンベの置き場として
利用することと、敷地の中に乱雑に駐車されている自動車の
駐車場を整備することによって、事業所敷地の有効活用を図り、
事業の円滑化を図りたいという申請でございます。
　また、譲受人の法人は、ガスの販売を生業としておりますが、
今回の資材置き場につきましては、空きボンベのみを貯蔵する
との事であり、危険物として取り扱われる製品として保管される
ガス、充填したボンベにつきましては、すべて、敷地内にある、
危険物管理施設の中で管理されるとのことで、報告を受けて
おります。

　整理番号２１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、隣接する住宅を購入しましたが手狭なため、申請地
を譲り受け住宅敷地の拡張を行いたいという申請でございます。

　整理番号２２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人の法人は、業務の効率化を図るため、現在、遠方の貸借、
借り受けている駐車場を返却し、事業所の隣接地を譲り受け
駐車場の整備を行うことにより、業務の効率化を図り、生産性の
向上を図りたいという申請でございます。

　整理番号２３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
譲受人は、深谷市消防署豊里分署建設工事に際し、申請地
を借り受け工事用の仮設事務所等の設置を行いたいという
申請でございます。
　使用期間につきましては、令和２年９月２５日までの１年２ヶ月間、
工事に際しては、養生シートの上に鉄板を設置し工事完了後には
重機により農地への復元を行う計画が示されております。

　整理番号２４番です。　
大変申し訳ございませんが、議案書の修正をお願いいたします。
　まず、１段目の申請地「６００１番８」を「６００１番１」に地番の
訂正をお願いします。地番の訂正に伴い、面積「４１１㎡」を
「２，４４３㎡」に、その内の「１０９㎡」を「３００㎡」に、訂正を
お願いいたします。
　次に、２段目の申請地「６００１番１０」を「６００１番６」に地番の
訂正をお願いいたします。面積につきましては、「１０９㎡」を
「４０２㎡」に、その内の「２０㎡」を「５０㎡」に、訂正をお願い
いたします。
　今回の申請地の訂正に伴いまして、畑２筆の合計面積を
「１２９㎡」から「３５０㎡」に、訂正をお願いいたします。　
大変申し訳ございません。
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　では、修正後の内容を、読み上げさせていただきます。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、隣接地の山林部分に太陽光発電設備の設置工事
に伴い、申請地を一時的に借り受け工事用進入路として利用
したいという申請でございます。
　利用期間につきましては、令和元年１２月３１日までの５ヶ月間、
工事に際しては鉄板を設置し進入路として利用したあと、重機
により農地へ復元する計画が示されております。

事務局 　整理番号２５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、申請地を借り受け営農型太陽光発電施設設置の
ため支柱１２４本、引き込み柱１本の設置及び太陽光パネル
３０６枚の設置を行いたいという申請でございます。
　下部の農地につきましては、ポット栽培のブルーベリー３５０鉢
を灌水システムを利用して栽培する旨の営農計画書が提出され
ております。
　営農型太陽光発電施設の設置に関しましては、平成２５年
３月３１日に、農林水産省農村振興局の局長通知で「農業の
健全な発展と再生可能エネルギーの導入の促進を図るため」
という文書が示されており、太陽光発電施設の下部
で農業が継続的に実施される場合には、太陽光発電施設の
支柱部分の一時転用許可を取得し農地への太陽光発電施設の
設置が可能となりました。
　こちらの通知につきましては、年々改正が行われており、
現在、平成３０年５月時点が最新のものとなっております。
　一般的な審査基準につきましては、
１、下部で行われる農業の計画が妥当か。
２、周辺の農地への耕作の集積等に影響はないか。
３、営農が継続できなかった場合、撤去に関する費用について
　　設置者が負担する計画となっているか。
４、地域の平均的な単収に比して８０％の収量を確保しかつ
　　品質の劣化を起こしていないか。
５、申請者に農業経営を行うための十分な設備が整っているか。
　以上の項目に着目して、審査を行うようにという指針が示され
ております。
　本申請につきましては、
１、下部で行われる農業の計画につきましては、ポット栽培に
　　よるブルーベリーの生産を行う計画となっており、２ｍ間隔
　　でポットを３５０鉢配置し、灌水システムを利用した栽培を
　　計画しております。
２、周辺の農地への影響につきましては、隣接農地の所有者
　　から事業実施に関する同意書が提出されており、隣接農地
　　について支障はないものと確認しております。
３、営農が継続できなかった際には、設置者である、けやの木
　　コーポレーションにより、営農型太陽光発電設備の撤去を
　　行うことを、見積書と確約書をもって提出がなされております。
４、地域の単収に比して８０％の収量が見込まれるか否かに
　　つきましては、一般社団法人いばらぎ自然エネルギー協会
　　からの意見書が提出されており、意見書の内容には、今回の
　　営農の方法で支障はないとの意見が付されております。
５、農業経営につきましては、先の３条の議案中で新規参入の
　　議決をいただいておりますが、営農に対しての気持ち的な
　　ところは十分にあるだろうと判断しますが、技術的なところに
　　つきましては、不安な面の意見もございますが、ヒアリングの
　　際に、前職の知人を介して、現在、秩父でブルーベリーの
　　耕作を指導している方から、助言を仰ぎながら経営を行って
　　いきたいとの話がありましたので、実際に経営が行われること
　　につきましては、本人としてはやっていけるとのことで、お話を
　　いただいており、ご提出いただいている資料からは、営農を
　　行えるであろうということで、整っていると考えております。
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　以上の内容より、本案件につきまして、事務局といたしましては、
審査基準は、おおむね満たされているものと考えます。

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請につきましては、
以上２５件となります。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第１５号
「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について」、
一括審議いたします。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決します。

　議案第１６号 議　長 　次に、議案第１６号「農地法第５条第１項目的の買受適格証明の
　「農地法第５条第１項 発行について」を議題とします。　
目的の買受適格証明の 　事務局の説明を求めます。
発行について」

事務局 　議案第１６号「農地法第５条第１項目的の買受適格証明の
発行について」でございます。
　こちらにつきましては、競売に係る入札に参加するため、
５条資格者としての適格証明の発行をもとめて申請されたもので
ございます。　本日の総会において承認いただきますと、８月上旬
に意見書を深谷市へ進達し、その後、深谷市で審査した後、８月
中旬頃を目途に証明書を発行するものでございます。

事務局 　整理番号１番です。
（議案書・順次、申請地、出願人、申請事由の説明）
　なお、申請地は、インターチェンジから３００ｍ以内の農地と
なりますので、第３種農地となり、原則許可となります。

　大変申し訳ございません。　議案書の修正をお願いいたします。
申請事由のところですが、「所得」になっているところを「取得」に
訂正変更をお願いいたします。

事務局 　買受適格証明の発行については、以上１件となります。
ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第１６号
「農地法第５条第１項目的の買受適格証明の発行について」、
審議いたします。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することで
よろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）
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議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　以上を持ちまして、本委員会に上程されました報告事案及び
議案に関する審議はすべて終了いたしました。
　これにて、議長の職を解かせていだきます。
　ご協力ありがとうございました。

  閉会 局　長 　以上で、令和元年第３回定例総会を閉会いたします。
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